
「チーム富山市」メンバー宣言　具体例

Ⅰ　省エネルギー対策の推進

・省エネ推進組織の整備を行う(ISO14001等)。

・室温を夏28℃、冬20℃に設定する。

・昼休みの消灯を徹底する。

・自販機を夜間停止する。

・節水コマ・器具を採用する。

・水の使用量を5％削減する。

・中間期に自然換気を行う。

・白熱灯を蛍光灯に更新する。

・既存照明器具の安定器をインバータタイプに変更する。

・エレベーターの使用を自粛する。

・給湯器を省エネタイプに取り替える。

・電化製品を買い替える場合、省エネタイプにする。

Ⅱ　運輸・交通対策の推進

・アイドリングストップ車を導入する。

・低燃費車を購入する。

・アイドリングをしない。

・車に無駄に荷物を載せない。

・急発進・急加速をせず、経済速度で走行する。

・タイヤの空気圧を適正に保つ。

・マイカー通勤をやめ(減らし)、公共交通機関を利用する(削減回数を明記)。

・相乗り通勤を行う。

・外出時は公共交通機関を利用する(頻度を明記)。

・燃料の使用を5％削減する。

Ⅲ　新エネルギー等の活用

・住宅・施設に太陽光発電機器を導入する(発電量を明記)。

・燃料としてバイオマス(BDF、木質ペレット)を使用する(使用量を明記)。

・環境配慮型製品(グリーン製品等)を購入する(数量を明記)。

・車両の更新時に電気自動車、ハイブリット自動車、CNG自動車を導入する(台数を明記)。

Ⅳ　5Rの推進

(Reduce:抑制、Reuse:再使用、Recycle:再生利用、Refuse:断る、Repair:修理)

・オフィスでの紙使用量を5％削減する。

・ゴミの排出量を5％削減する。

・ゴミの分別を徹底する。

・レジ袋を使用せず、マイバッグを使用する。

・割り箸を使用せず、マイはしを使用する。

・オフィス紙ごみ等を固形燃料化する。

・食品リサイクルを推進する(生ごみ、廃食用油の資源化)。

Ⅴ　森林保全・緑化の推進

・植林を行う(植林面積を明記)。

・間伐材を有効活用する。

・ビルの屋上を緑化する(緑化面積を明記)。

・空き地の緑化を行う(緑化面積を明記)。


